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月　日 医 療 機 関 住　所 電　話

７月15日
吉川医院 肝付町前田 0994-65-2022
はらだ整形外科 東串良町池之原 0994-63-8080

22日
小野医院 肝付町前田 0994-65-2314
花田整形外科リウマチ科医院 串良町有里 0994-63-1379

29日
小浜クリニック 吾平町上名 0994-58-6025
黎明脳神経外科医院 串良町上小原 0994-63-7878

８月５日
入佐内科 吾平町麓 0994-58-7006
緑が丘心療内科 串良町岡崎 0994-63-0112

12日
高山胃腸科内科 肝付町前田 0994-65-7171
園田医院 串良町細山田 0994-62-2888

19日
上園醫院 肝付町前田 0994-65-0921
新中須医院 東串良町池之原 0994-63-2010

■テレホンガイドかのや　☎０９９４-４２-４０００
　（平　日） イベント等を案内
　（休　日） 休日救急当番医及び歯科休日急患在宅医を案内

■大隅肝属地区消防組合テレホンサービス　☎０９９４-４３-０１１９
　（平　日） 午後５時から夜間当番医を案内
　　　　　　※ただし、火災発生時は一時火災情報に変わります。
　（休　日） 休日救急当番医及び歯科休日急患在宅医を案内

７月・８月の休日救急当番医

◇鹿屋市医師会　　 診療時間　午前８時30分～午後６時

◇鹿屋市歯科医師会　　診療時間　午前９時～午後３時

７月・８月の歯科休日急患在宅医

※ 休日救急当番医及び歯科休日急患在宅医は、変更になることがあります。各医
療機関にご確認のうえ、受診してください。

※ 休日救急当番医の診療は、急病に対する応急処置ですので、
翌日はかかりつけの医師などの診療を受けてください。原則
として、投薬期間は通常１日分とします。

◇肝属東部医師会　　　診療時間　午前９時～午後５時

月　日 医 療 機 関 住　所 電　話

７月15日
中塩医院 西原１丁目 0994-43-2489
平瀬外科 北田町 0994-43-3431

16日
福田病院 寿３丁目 0994-43-4191
小林クリニック 上谷町 0994-41-0700

22日
おばま病院 寿２丁目 0994-42-5235
徳田脳神経外科病院 打馬１丁目 0994-44-1119

29日
渡辺内科 川西町 0994-43-2282
検見崎病院 西原１丁目 0994-43-2991

８月５日
池田病院 下祓川町 0994-43-3434
小倉記念病院 寿８丁目 0994-44-7171

12日
おひさまこどもクリニック 新川町 0994-42-7822
大隅鹿屋病院 新川町 0994-40-1111

19日
伊東クリニック 札元２丁目 0994-43-3500
たんぽぽクリニック 川西町 0994-42-6778

月　日 医 療 機 関 住　所 電　話
７月15日 クリス歯科 白崎町 0994-41-3931
16日 検見崎歯科医院 北田町 0994-43-2006
22日 さかもと歯科クリニック 寿８丁目 0994-44-2003
29日 重久歯科医院 向江町 0994-42-4470

８月５日 島田歯科 打馬２丁目 0994-44-0180
12日 下浜歯科医院 川西町 0994-41-5888
14日 永山矯正歯科医院 西原４丁目 0994-40-1182
15日 西の原歯科 打馬１丁目 0994-40-4180
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【問い合わせ】   吾平町商工会   ☎ 0994-58-6020

８月４日（土）
　　前夜祭（六月灯）前夜祭（六月灯）
　　　　　　18 時 30 分～ 21 時 30 分　鵜戸神社　　　　　　18 時 30 分～ 21 時 30 分　鵜戸神社

８月５日（日）
　　お 神お 神 輿輿　15 時～ 16 時　　　　　　吾平町商店街　15 時～ 16 時　　　　　　吾平町商店街
　　町民踊り町民踊り　　17 時 30 分～ 19 時  　　17 時 30 分～ 19 時  　　　　吾平町商店街吾平町商店街
　　　　　　※踊りコンテスト開催　　　　　　※踊りコンテスト開催
　　花火大会花火大会　20 時～ 21 時 30 分　　　  月見橋上流　20 時～ 21 時 30 分　　　  月見橋上流

介
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介
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介
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介
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